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地域金融機関向け「WEB 遺産整理～ネットで相続代行～」の取扱開始 

および浜松いわた信用金庫での代理店販売開始について 

 

 

 みずほ信託銀行株式会社(取締役社長:梅田 圭)は、地域金融機関向け「WEB遺産整理

～ネットで相続代行～」の提供を開始します。 

第 1 号案件として、2020 年 9 月 1 日より浜松いわた信用金庫(理事長:御室-健一郎)

を代理店として、浜松いわた信用金庫の独自の商品名をつけた「浜松いわた WEB 遺産

整理」（以下、「本商品」といいます）の取り扱いを開始します。 

 

本商品は、完全非対面で相続手続を完了することが可能な商品であり、新型コロナウ

イルスの感染拡大に伴って生じた新しい生活様式にも対応したサービスです。 

金融機関に行く時間がないお客さまや近隣に店舗がないお客さまであっても、24 時

間・場所※を選ばず、相続手続きを進めることができます。 

※ 日本国内の居住者に限ります 

 

お客さまはスマートフォンやパソコンで浜松いわた信用金庫のホームページに掲載

されている本商品のご案内・お申込みフォームから簡便にお申込みいただくことがで

き、相続手続きの完了まで、店頭への来店や面談の必要はありません。 

また、みずほ信託銀行担当者による LINE、電子メール等での相続相談の受付体制も

整備しており、浜松いわた信用金庫のお客さまと担当者双方が抱えている相続対応の

負担を軽減します。 

 

みずほ信託銀行は、今後もデジタルテクノロジーの活用を通じ、地域金融機関ととも

に、お客さまの相続手続にかかるお悩みに応えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

【「浜松いわた WEB遺産整理」商品スキーム】 

 
 

【「浜松いわた WEB遺産整理」商品概要】 

取扱開始日 ：2020年 9月 1日 

 

 

以上 


